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経済財政運営と改革の基本方針2020～危機の克服、そして新しい未来へ～第１章
令和2年7月17日

閣議決定



第１章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて

５．感染症の拡大を踏まえた当面の経済財政運営と経済・財政一体改革

（２）感染症拡大を踏まえた経済・財政一体改革の推進

感染症の下で新しい生活様式やビジネスが動き出している。デジタル化の活用をはじめ、動き始め

た日本社会の進化を先取りする変革を一気に進め、「新たな日常」の構築による「質」の高い経済社

会の実現を目指す。こうした観点から、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、

2022年から団塊の世代が75歳になり始めることを踏まえ、骨太方針2018及び骨太方針2019等に基づき、

デジタル・ガバメントの加速などの優先課題の設定とメリハリの強化を行いつつ、経済・財政一体改

革を推進することとし、2020年末までに改革工程の具体化を図る。

（中略）

急速な少子高齢化や働き方の変化、「新たな日常」の構築など、経済社会の構造が大きく変化する

中、骨太方針2019や税制調査会の答申などを踏まえ、持続的な経済成長を維持・促進するとともに、

経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、引き続き、税体系全般にわたる見直し

等を進める。あわせて、グローバル化やデジタル化を背景に、新たな経済活動が拡大する中で、

適正・公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制度及び執行体制の両面からの取組を

強化する。

経済財政運営と改革の基本方針2020(令和２年７月17日閣議決定) （抄）
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